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 令和４年８月１日から６日にかけて、日本海から東北地方・北陸地方にのびる

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が不安定となり、

北海道地方や東北地方及び北陸地方を中心に大雨となった。このうち、３日夜に

は新潟県と山形県で線状降水帯が発生し、雷を伴った猛烈な雨が断続的に降り続

き、３日 19 時 15 分に山形県を対象に、４日１時 56 分に新潟県を対象に大雨特別

警報が発表された。さらに８日以降も前線や台風８号等の影響により全国各地で

大雨となり、８月３日からの大雨等で死者２名、行方不明者２名、住家被害6,999

棟の被害が発生するとともに、206 件の土砂災害の発生や 51 水系 132 河川で氾濫

が発生した。 

 また、９月14日に小笠原近海で発生した台風第14号は、18日19時頃に中心気

圧935hPaを観測する非常に強い勢力で鹿児島市付近に上陸し、19日朝にかけて九

州を縦断すると、その後進路を東に変え、九州を中心に西日本で記録的な大雨や

暴風となり、９月 15 日の降り始めからの総雨量は、九州や四国の複数地点で 500

ミリを超える等、９月１か月の平年値の２倍前後となった。さらに、宮崎県美郷

町では 1,000 ミリ近い雨量を観測するなど、全国各地で気候変動の影響により、

水害・土砂災害は更に激甚化・頻発化している。 

一方、今後30年以内に70～80パーセントの確率で発生するとされている南海ト

ラフ巨大地震や内陸部における直下型地震等、一度発生すれば、極めて甚大な被

害が予測される地震や津波の発生が危惧されている。 

こうした状況を踏まえ、国においては、平成 30 年度からの「防災・減災、国土

強靱化のための３か年緊急対策」に続き、令和３年度から「防災・減災、国土強

靱化のための５か年加速化対策」が創設され、「激甚化する風水害や切迫する大
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規模地震等への対策」、「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老

朽化対策の加速」、「国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル

化等の推進」の各分野について、取組を加速化・深化させるため、追加的に必要

となる事業を重点的かつ集中的に実施しているところである。 

また、国土交通省では、気候変動の影響による降雨量の増大等を踏まえ、ハー

ド整備の加速化・充実に加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国

や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」

の実効性を高めるため、令和３年度に特定都市河川浸水被害対策法等の改正の

「流域治水関連法」の整備を行うとともに、本年度においても「流域治水」の本

格的実践に必要となる新規制度・施策を創設している。 

近年、全国各地で自然災害が激甚化・頻発化する中、気候変動による水災害リス

クの増大に対応するためには、治水計画を気候変動の影響を考慮したものに見直

すとともに、「５か年加速化対策」を活用した堤防、遊水地、ダム等の整備に加

え、特定都市河川の指定等による貯留施設の整備や、水災害リスクの高い地域へ

の居住を避けるための土地利用規制・誘導など、国、県、市町村、地域の企業、

住民の方々が、流域全員で水災害に立ち向かう「流域治水」を本格的に実践し、

早期の治水安全度の向上を図る必要がある。 

ついては、「命と生活を守る新国土づくり研究会」の総意に基づき、次の事項

について強く要望する。 

 

 

 

 

 

 



 

一 気候変動による水災害リスクの増大を踏まえ、流域全体の治水安全度の向上を目指

し、流域全体で実施すべき対策を示す「流域治水プロジェクト」を迅速かつ強力に進

めるために、必要な財源を確保し、ハード・ソフト一体となった事前防災対策を推進

するとともに、あらゆる関係者が様々な治水対策に取り組むための体制の強化、及び

様々な対策を検討していくにあたり、その効果の定量的な評価手法の構築等を進める

こと。 

 

一 特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川の指定を全国へ拡大するにあた

り、流域水害対策計画の作成、及び雨水浸透阻害行為の許認可事務等に係る財政的・

技術的支援とともに、河川整備等のハード対策に加え、雨水貯留浸透施設の整備や土

地の貯留機能の保全、浸水被害を回避するためのまちづくり、宅地かさ上げなどの住

まい方の工夫等、総合的かつ多層的な対策に必要な制度等について積極的に充実を図

ること。加えて、雨水貯留浸透施設の整備に積極的に取組んでいる都道府県における

特定都市河川の指定に向け、これまでの取組と整合が図られるよう支援すること。 

 

一 流域全体の治水安全度を高めるため、上流下流や本川支川のバランスを確保しつ

つ、国・県・市町村の連携により、流域全体の治水対策を加速化させていくこと。 

 

一 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」も活用した事前防災対策の

推進に加え、あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」を本格的に実践するにあた

り、必要な予算・財源を例年以上の規模で安定的に確保することなどを含め、引き続

き地方の実情に即した配分や財政措置の拡充等に配慮するとともに、予算については

円滑な執行が図られるよう、弾力的な措置を講ずること。 

 

一 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的かつ着実に進めら

れるよう、事業採択前に必要な調査・設計などの多額の地方単独費を要する業務につ

いて、補助・交付金や地方債充当の対象とするなど、地方財政措置の充実・強化を図

ること。また、５か年加速化対策後も中長期的見通しのもと、引き続き、国土強靱化

に必要な予算・財源を計画的かつ安定的に別枠で確保するなどの制度設計について十

分配慮すること。 

 

一 地方が河川管理施設の長寿命化等に資する対策を円滑に進めるための公共施設等適

正管理推進事業（長寿命化事業）や緊急浚渫推進事業など、地方財政措置制度の継

続・拡充を図ること。 

 

一 短期間に多額の事業費を要する事業について、令和元年度に創設された大規模特定

河川事業や令和３年度に創設された特定都市河川浸水被害対策推進事業、令和４年度

に創設された河川メンテナンス事業等の個別補助事業の予算を十分に確保すること。 



 

一 既設ダムを最大限活用するため、ダムのかさ上げや放流能力の増強等の施設改良に

よるダム再生事業を推進するとともに、事前放流を的確に実施するための放流施設の

整備・改良やその後の施設の維持管理に対し積極的に支援すること。 

 

一 本川と支川の合流部におけるバックウォーター現象の影響による支川の氾濫対策に

ついて、本川支川のバランスに配慮した治水安全度を確保するよう、整備・管理体制

の強化を積極的に支援すること。 

 

一 県が管理する、河川、ダム、砂防、海岸及び下水道の老朽化対策を計画的かつ効率

的に進めるため、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた重点的かつ集中

的に取り組む維持修繕・更新について、補助・交付金制度の要件緩和や国費率のかさ

上げなど、地方への十分な財源措置を講ずる等、積極的に支援すること。 

 

一 大規模災害時に限らず、再度災害防止対策を迅速に進められるよう、災害復旧に係

る測量･設計等に要する費用補助制度を拡充すること。 

 

一 全国各地で激甚化・頻発化する自然災害に対し、再度災害防止の観点から改良復旧

事業を積極的に取り入れられるよう、被災規模の縮小や改良費割合引き上げ等の採択

基準の緩和、事業の迅速な採択を行うこと。 

 

一 内水被害の軽減や未然防止のため、国は広域的・機動的な危機管理体制を充実させ

るとともに、排水ポンプ車の増設や配備計画の見直しなど、内水対策のための支援の

取り組みを強化すること。また、引き続き、排水ポンプのコスト低減や維持管理・運

用の省力化に向けた技術革新を推進すること。 

 

一 南海トラフ巨大地震や大規模洪水等からの早期復旧、被害拡大防止を図るために、

被災自治体に対する技術的な支援が不可欠であるため、専門的知見や経験を有する

TEC-FORCEの体制・機能を拡充・強化すること。 

 

一 住民の主体的な避難を実現するため、平常時における水災害リスクの認知・意識醸

成を促進するための、河川や下水道、海岸における浸水想定区域及び土砂災害警戒区

域等の指定、ハザードマップの作成、命を守る防災教育の促進等とともに、デジタル

技術の活用等により河川等の切迫性のある防災情報をわかり易く提供し、これらの情

報がいつでもどこでもリアルタイムで入手できる社会の実現に向けた取組や、高齢者

等の迅速かつ確実な避難や水防団の円滑な活動を支援するための仕組みの構築などに

対して、財政面も含めて積極的に支援すること。 

 

 



 

一 河川管理施設や砂防施設の維持管理において、ドローン等のデジタル技術を活用し

た巡視・点検・測量等の状態把握に向けた高度化・効率化などの取組に対し、財政

的・技術的な支援を行うとともに、点検レベルを維持・向上しつつ省力化を図り、持

続可能なインフラメンテナンスを実現すること。 

 

一 東日本大震災津波の発災から11年が経過し、被災地では水門等の海岸保全施設の復

興事業が着実に進んでいるが、第２期復興・創生期間においても、これらの事業が完

了するまでの間、引き続き支援を継続すること。 
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